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【資料５】 令和７年第３回定例会 一般質問資料 無所属：工 藤  篤 

 

 令和７年第２回定例会時の大泉市長の答弁 

 

◇大泉潤市長 

 あの大変、おそらく経験豊かな現役の職員からの手紙という風に受け止めま

したので、あの少し厚めにお答えをしたいと思います。 

 

この件について調査に乗り出すべきだというご意見をいただいております

が、行政調査はその職員だとか家族を危険にさらす可能性があるわけでありま

す。 

 

例えばですけれども、Ａ部長がその部下のＢ次長の分をついでに購入して、

後で渡したとします。 

で、その理由は以前からＢ次長が市長のパーティーがあれば参加すると言っ

ていたからだという風に仮定をします。 

しかしその後、市による調査が実施された時に人間関係の悪化など何らかの

理由で、Ｂ次長の証言が強制された、あるいは断れなかった、という言葉にす

り変わる恐れはゼロではありません。 

 

一度そうした証言が噂話となったり そしてＳＮＳとか匿名掲示板なんかで

拡散されて、政治金規制法違反だとか、処分されるべきだといったフェイク情

報だとか、名指しの誹謗が出回れば、本人も家族も日常生活に大きな被害を被

ることになります。 

 

そんな可能性は低いとおっしゃるかもしれませんが、そうではないんです。 

本件調査の目的を市の職員によるチケットの購入の全てを明らかにしなさい

ということなのであれば、あの元副市長とか現職の部次長だけでなくいろんな

職員がおそらく自発的にパーティーに参加してくれております。 

そうなると全職員対象に照会しなければならなくて、調査対象は膨大、調査

期間も相当長くなることから、そうしたケースが起きることはある。 

 

また、メディアの注目を集める事案であることから、調査チームが結果を出

さなくてはならないというバイアスがかかることが想像に難くないわけであり

ます。 
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他にも問題があって、例えば先の事例で言えば、Ａ部長とその部下のＢ次長

の証言が食い違ってることになります。 

その場合どちらの証言が事実なのか、その証言の全部が虚偽なのか一部が虚

偽なのか、そういうのを判定するのは極めて難しいわけであります。 

 

にわかに設置組成された第３者の調査チームに、その事実認定のノウハウや

技術があるのか、非常に十分な技術があるか疑問であります。 

そうしたことを踏まえても、本件についてどうしても調査をしなければなら

ない環境になったとするならば、その主体は地方自治体ではなくて、専門家で

ある司法機関にあるべきだと考えています。 

 

確かに行政の透明性の確保は大事でありますが、今回の件は今後起きないよ

う対処済みであります。 

リスクに比べて市民が調査によって得られるものは決して多くない。 

 

私は行政調査の実施を拒むものではありません。 

ただ、それは調査が職員を守り、市民の信頼を得られるものであると確信で

きる時に限られます。 

現在のところその確信はありません。むしろ調査で職員や家族が危険にあっ

たり、市民の信頼を損ねる恐れの方が大きい。 

だからこそ、私は現段階で調査に踏み切ることを拒むものであります。 

 

以前も申しましたが、私はここで市が調査すると言ってしまう方が遥かにイ

メージは良くなるんですが、調査しないというのは大変格好が悪いところであ

ります。 

ただ私はイメージを上げたいわけではない。 

あの無用な憶測から人を遠ざける判断をあえてしているというところであり

ます。以上です。 

 

 

 


